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「細則４－８ 製造所又は一般取扱所において電気機械器具等を使用する場合の自主保安基準」

の解説 

 

電気機械器具等が火花を発する機械器具等に該当する場合は、危規則第 24 条第 13 号に規定す

る「可燃性の液体、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスがもれ、若しくは滞留するおそれのある場

所又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所」では使用できないこととされています。 

今般、屋外の製造所又は一般取扱所において、所要の条件を満たすことにより、電気機械器具を

使用する場合の留意事項等が令和７年国通知により示されました。当該留意事項において、電気機

械器具等を使用する場合の安全対策に係る基準である細則４－８を定める必要があります。 

関係通知：【令和７.６.30 消防危 140】【令和７．12.17 消防危 253】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非危険場所とは、可燃性蒸気等の濃

度が25.0％LEL未満であると認められ

る場所のことをいいます。 

 なお、当該細則の記載事項及び非危

険場所とする場所の評価が適切に行

われているかの確認に際しては、危険

物保安技術協会（ＫＨＫ）等、第三者

機関の評価結果等を活用することが

できます。 

当該細則を定めるほか、下記の条件

を満たす必要があります。 

・屋外の場所であること。 

・可燃性蒸気等の濃度が 25.0％LEL

（LEL:爆発下限界濃度）未満であると

認められる場所であること。 

 当該運用を適用することができる

危険物施設は、製造所又は一般取扱所

に限られます。 
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施設の実態に応じて変更削除して

ください。また、特記すべき事項があ

る場合、追加で記載してください。 

外部からの通電を遮断する機能や、

インターロック機能を設ける措置等

が該当します。 


